
報告第３０号 

 

 

平成 23 年度決算に基づく羽曳野市公営企業資金不足比率の報告について 

 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第 22 条第

１項の規定により、資金不足比率を次のとおり報告する。  

 

 

 

平成 24 年９月３日 提出 

 

 

羽曳野市長 北 川 嗣 雄    

 

 

記 

 

特別会計の名称 資金不足比率（％） 備  考 

水道事業会計 － 
令第 17 条第１号の規定によ

り事業の規模を算定 

と畜場特別会計 － 

令第 17 条第３号括弧書きの

規定により事業の規模を算

定 

公共下水道特別会計 － 

令第 17 条第３号の規定によ

り事業の規模を算定 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

羽  監  第  １２５  号 

平成２４年８月１７日 

 

 

 

羽曳野市長 北 川 嗣 雄 様 

 

 

 

                     羽曳野市監査委員 谷   干 城 

                     羽曳野市監査委員 今 井 利 三 

 

 

 

平成２３年度決算に基づく羽曳野市経営健全化審査意見について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により審査に付され

た平成２３年度決算に基づく羽曳野市資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類を慎重に審査した結果、次のとおり意見を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

平成２３年度決算に基づく 

羽曳野市経営健全化審査意見 

 

 

第１．審査の対象 

 

 平成２３年度決算に基づく羽曳野市資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類 

 

第２．審査の期間 

 

 平成２４年７月３０日～平成２４年８月１６日 

 

第３．審査の手続 

 

 この経営健全化審査は、羽曳野市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

第４．審査の結果 

 

（１）総合意見 

 

 審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれ

も適正に作成されているものと認められた。 

 

記 

 

特別会計の名称  平成２３年度 平成２２年度 経営健全化基準 

① 水道事業会計資金不足比率 ― ― ２０．０％ 

② と畜場特別会計資金不足比率 ― ― ２０．０％ 

③ 公共下水道特別会計資金不足比率 ― ― ２０．０％ 

（注）資金不足比率がない場合は、「―」を記載しています。 

 



   

（２）個別意見 

 

① 水道事業会計について 

   経営健全化基準は２０．０％であるが、本会計の平成２３年度において資金不足が生じ

ていないため、国の示す基準では財政の健全段階の範囲となっている。 

 

  ② と畜場特別会計について 

   経営健全化基準は２０．０％であるが、本会計の平成２３年度において資金不足が生じ

ていないため、国の示す基準では財政の健全段階の範囲となっている。 

 

  ③ 公共下水道特別会計について 

   経営健全化基準は２０．０％であるが、本会計の平成２３年度において資金不足が生じ

ていないため、国の示す基準では財政の健全段階の範囲となっている。 

 

（３）是正改善を要する事項 

 

  指摘すべき事項は特にない。 


